
〔倉橋部町の農地は倉橋部町で守る!〕 〔次世代の為に新しい農業を構築しょう!〕 

 

【第５号議案】 

 

監事の選任について（案） 

 

   監事 村地芳一氏は平成 26年度をもって当組合を脱退(理由:持分全部の譲渡)されます。 

  また、監事 村地芳男氏も「病気加療」を理由に退任届を提出されました。 

つきましては、種々検討の結果監事 2名を新たに選任願いたくご審議申し上げます。 

なお、新監事の任期は、退任した役員の残任期間(本日から平成28年 2月開催の通常総会 

終了事迄)となります。 

 

 

      ・新選任監事            

・新選任監事            

 

 

    以上                                               


